
別紙１

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

①地区内の耕地面積 110.0ha

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 73.1ha

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 39.7 ｈａ

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

川俣町
福田地区

（羽田集落、秋山集落）
平成29年12月 令和4年12月22日

⑤地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 68.2ｈａ

（備考）　④の中心経営体については、集落外からの担い手も含める。
　　　　　⑤/①＝60.5％、④＋③ｰⅱ≒⑤

　地区内で荒廃農地が散見されており、70歳以上の農業者の耕作面積39.7haのうち、後継者不在の
耕作面積が18.2haある。
　近い将来、営農継続困難農家のほ場を借り受け、営農面積を拡大する中心経営体の存在が求めら
れる。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　羽田集落の農地利用は、別表の1～10の担い手が中心的に担うほか、11～18の担い手が補完する。

ⅰ　うち後継者がいる農業者の耕作面積の合計 21.5 ｈａ

ⅱ　うち後継者がいない農業者の耕作面積の合計 18.2 ｈａ

④現在中心経営体の耕作面積の合計 41.0ha

　秋山集落の農地利用は、別表の11～18の担い手が中心的に担うほか、1～10の担い手が補完する。



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

５　別表_中心経営体一覧

合計

現状 今後の農地引き受け意向
経営作目 経営面積（ｈａ） 経営作目 経営面積（ｈａ） 営農範囲

農地の貸付け等の意向
　　現時点で貸付け等の意向が確認された農地は、57筆、6.8haとなっている。

農地中間管理機構の活用方針
　福田地区を重点実施地区とし、将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手
に関わらず、原則として農地の貸借に機構を活用していく。
　中心経営体の営農継続が困難になった場合には、機構の機能を活用し、農地の一時保全管理や新
なた受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付けを進めていく。

作物生産に関する取組方針
　・水稲、その他畑作物、飼料用トウモロコシ、牧草など、中心経営体が希望する作物の生産を行う。

鳥獣被害防止対策への取組方針
　   ・地域による鳥獣被害対策として侵入防止柵や檻の設置に取り組む。
　　 ・農地周辺を除草し、鳥獣害の緩衝地帯を設ける。

災害対策への取組方針
 　 ・農地や法面の除草による損壊場所の確認、用排水路のゴミ除去を実施し洪水発生を防止する。
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※本プランは作成・更新時から5年後の営農状態を想定して計画している。また、毎年見直しを行い、軽微な変
更を反映させていくことを基本とする。

※令和4年12月22日の地区話合いにより中心経営体2名の追加を決定、プランの更新を行った。


